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刑事裁判の判決に関するお知らせ 

 
 
 

2019年8月14日付「当社ならびに当社元代表取締役の起訴について」にてお知らせいたしま

した通り、当社は元代表取締役の2名とともに、金融商品取引法違反（虚偽有価証券報告書  

提出罪）の嫌疑で、横浜地方検察庁に起訴されておりました。 

本日3月12日、横浜地方裁判所にて判決公判が行われ、当社は罰金1,000万円（求刑：罰金

1,000万円）に処するとの判決を受けました。 

今後につきましては、本判決の内容を十分に精査のうえ、対応を検討してまいります。 

当社といたしましては、引き続き、企業価値の向上及びコーポレート・ガバナンス体制の

強化に努めるとともに、株主、投資家及び関係者の皆様、並びに、社会からの信頼回復に   

向けて取り組んでまいります。 

 

以上 

 


